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仕事と家庭の両立支援対策に関する経緯等について 

 

１ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第

７６号）附則第２条 
 

２ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正す

る法律案に対する附帯決議（抄）（平成１６年１１月１７日衆議院厚生労働委員会） 
 

３ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正す

る法律案に対する附帯決議（抄）（平成１６年１１月３０日参議院厚生労働委員会） 
 

４ 新しい少子化対策について（抄）（平成１８年６月 少子化社会対策会議決定） 

 

５ 規制改革・民間開放の推進に関する第３次答申（抄）（平成１８年１２月 規制改革・民間

開放推進会議） 

 

６ 規制改革推進のための３か年計画（抄）（平成１９年６月 閣議決定） 

 

７ 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（抄）（平成１９年１２月 少子化社会対策会議

決定） 

 

８ 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のた

めの行動指針」（抄）（平成１９年１２月 ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定） 

 

９ 中間とりまとめ（抄）（平成２０年６月 社会保障国民会議 持続可能な社会の構築（少子

化・仕事と生活の調和）分科会） 

 

１０ 経済財政改革の基本方針２００８～開かれた国、全員参加の成長、環境との共生～（抄）

（平成２０年６月 閣議決定） 

 

１１ 仕事と生活の調和の実現に向け当面取り組むべき事項（平成２０年７月 仕事と生活の調

和連携推進・評価部会 仕事と生活の調和関係省庁連絡推進会議） 

 

１２ 社会保障の機能強化のための緊急対策～５つの安心プラン～（抄）（平成２０年７月２９

日） 

 

資料 No.3 
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１ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第

七十六号）附則第二条 
 
 （検討） 

  第二条  政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「新法」という。）

の施行状況を勘案し、期間を定めて雇用される者に係る育児休業等の制度等について総合的

に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  

 
 
２ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正す

る法律案に対する附帯決議（抄） 

（平成１６年１１月１７日衆議院厚生労働委員会） 

 

一 育児休業・介護休業制度の有期契約労働者への適用については、休業の申出及び取得を

理由とした雇止め等不利益な取扱いが行われないよう、本法改正の趣旨の周知徹底を図る

とともに、法施行後の有期契約労働者の休業取得状況等を勘案し、その在り方について検

討を行うこと。 

二 看護休暇が子の看護のための休暇である趣旨から、取得に当たっては、子どもの負傷及び

疾病が緊急かつ不測であることにかんがみ、取得手続きに十分な配慮を行うとともに、子の

人数に配慮した制度とすることについて検討を行うこと。 

三 男性の育児休業取得をより一層推進するため、数値目標達成に向けて事業主に対する指

導、援助を進めるとともに、男性が子育てに参加することができる有効な方策の検討を進め

ること。 

 

 

３ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正す

る法律案に対する附帯決議（抄） 

（平成１６年１１月３０日参議院厚生労働委員会） 

 

一 育児休業・介護休業制度の有期契約労働者への適用については、休業の申出及び取得を

理由とした雇止め等不利益な取扱いが行われないよう、本法改正の趣旨の周知徹底を図る

とともに、法施行後の有期契約労働者の休業取得状況等を勘案し、その在り方について総

合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

二 看護休暇が子の看護のための休暇である趣旨から、取得に当たっては、子どもの負傷及

び疾病が緊急かつ不測であることにかんがみ、取得手続きに十分な配慮を行うとともに、

子の人数に配慮した制度とすることについて検討を行うこと。 

三 男性の育児休業取得をより一層推進するため、数値目標達成に向けて事業主に対する指

導、援助を進めるとともに、男性が子育てに参加することができる有効な方策の検討を進

めること。 
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四 （略） 

五 育児休業期間中の所得保障の在り方を含め、総合的な次世代育成支援策について検討を

行うこと。 

 
４ 新しい少子化対策について（抄）（平成１８年６月 少子化社会対策会議決定） 

 

２ 新たな少子化対策の推進 

(１) 子育て支援策 

Ⅱ 未就学期（小学校入学前まで） 

⑥ 育児休業や短時間勤務の充実・普及 

【資料】 

２ 新たな少子化対策の推進 

（１） 子育て支援策 

Ⅱ 未就学期（小学校入学前まで） 

⑥ 育児休業や短時間勤務の充実・普及 

仕事の進め方の再構築や代替要員の活用など、特に中小企業における子育て支援の

充実を図る。積極的取組を行っている企業に対する社会的な評価の促進を図る。これ

らの施策により、育児休業の取得を促進し、特に男性の育児休業制度の利用促進を図

る。子育て期の短時間勤務制度の強化や在宅勤務の推進など、育児介護休業法の改正

を検討する。あわせて、育児休業中の経済的支援のあり方を検討する。 

 
５ 規制改革・民間開放の推進に関する第３次答申（抄） 

（平成１８年１２月 規制改革・民間開放推進会議） 

 

Ⅲ 各分野における具体的な規制改革 

２ 福祉・保育分野 

（１） 保育分野 

④ （前略）このような民間企業等の独自の取組状況を踏まえ、一層の育児休業の取得、

短時間勤務等の活用が促進されるよう、民間企業や育児休業や短時間勤務等の取得者を

サポートする仕組みについて、育児・介護休業法等の改正も含め、早期に検討すべきで

ある。 

【平成１９年度検討、結論、逐次実施（法改正については逐次検討）】 

 

 

６ 規制改革推進のための３か年計画（抄）（平成１９年６月 閣議決定） 

 

Ⅱ 重点計画事項 

６ 福祉・保育・介護 

（２） 両立支援 

① 育児休業等の取得の円滑化 
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労働者が育児休業を終了し、一度業務に復帰した後に、育児・介護休業法に定める最

低基準として、再度育児休業の申出が可能となる場合については、現在、配偶者が傷病

などにより育児ができないなど、配偶者の事情に係る極めて限定的な「特別な事情」の

場合のみに制限されている。また、育児・介護休業法第２３条においても、１歳未満の

子を養育する労働者に対して「育児休業に準ずる措置」が規定されていない。 

一方で、１歳未満の子を養育する労働者が、長期にわたる子どもの疾病が発覚した場

合や現在受けている保育サービスが受けられなくなった場合など、養育する子どもや養

育環境の事情等により、やむを得ず再度育児休業を取得する必要性が生じることも十分

あり得る。また、そのような場合などにおいて、法を上回る企業の独自の措置で再度の

育児休業を取得したとしても、社会保険料の免除を受けられないという実態もある。 

このようなことを踏まえ、再度育児休業の申出が可能として厚生労働省令で規定して

いる「特別の事情」の範囲等の見直しを検討する。【平成１９年度検討開始、速やかに

結論】 

 
７ 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（抄） 

（平成１９年１２月 少子化社会対策会議決定） 

 

３ 包括的な次世代育成支援の枠組みの構築 

（新たな枠組みの構築の必要性） 

○ 仕事と生活の調和を推進し、国民の希望する結婚や出産・子育ての実現を支える社会的

な基盤を構築するためには、以下のような考え方で給付・サービスを再構築するとともに、

国全体として、このような給付・サービスが全国どの地域でも体系的に整備され、すべて

の子どもや子育て家庭に普遍的に提供される枠組みを構築するとともに、それぞれの地域

においては、地域の実情を踏まえて、給付・サービスの整備に積極的に取り組んでいく必

要がある。 

① 親の就労と子どもの育成の両立を支える支援 

・  出産前から３歳未満の時期 ― この時期の支援への重点的な取組、就業希望者を育児

休業と保育、あるいはその組合せでカバーできる体制・仕組みの構築、それぞれの制度

における弾力化による多様な選択を支える切れ目のない支援 

・  ３歳から小学校就学前の時期の支援 ― 認定こども園と短時間勤務の普及・促進 

・  学齢期の放課後対策 ― 全小学校区での「放課後子どもプラン」の実施による空白

地区の解消、対象児童の増加に対応した 1学校区当たりのクラブ数の増加による保育所

から放課後児童クラブへの切れ目のない移行と適正な環境の確保 

（具体的な制度設計の検討） 

《制度設計に当たって考慮すべきポイント》 

 ： 事業主の取組と地方公共団体の取組を連結し、切れ目のない一体的な支援を実現するこ

と 

 

各分科会における議論の整理 
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基本戦略分科会における議論の整理 

 

２ 次世代育成支援に係る現行の給付・サービスの制度的な課題 

(２) 次世代育成支援に係る給付・サービスの制度的な課題の整理 

（それぞれの分類ごとにみた制度的な課題） 

○ また、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲそれぞれの分類ごとに制度的な課題を整理すると、以下のとおりであ

る。 

「Ⅰ 親の就労と子どもの育成の両立を支える支援」に関する課題 

（出産前から低年齢期（３歳未満の時期）の支援の充実の必要性） 

・  子どもを育てながら働き続ける希望を持っていても、現実には多くの者が出産を境に離

職しており、働き方の問題とともに保育サービスが利用できないことも原因となっている。 

・  ３歳を超えると幼稚園、保育所含めて未就学児童のかなりの割合をカバーしているが、

３歳未満の時期の保育所利用率は２割にとどまる。 

（育児休業と保育の切れ目ない支援が提供できていない） 

・  子どもを育てながら雇用を継続することを支援する観点からは「育児休業」と「保育」

は裏表の関係にあるが、休業明けの円滑な入所や、子育てする時間を持ちながら就労でき

る短時間勤務制度の利用とそれに対応した保育の提供など、「出産・子育て」と「就労」

との間で多様な選択を可能とする切れ目のない支援が提供できていない。 

・  保育所入所の大部分は年度替わりの時期で、待機児童の多い地域では年度途中（特に年

度後半）の入所が困難となっている。このため、保育所入所のために育児休業利用が長期

化したり、逆に、育児休業を十分に取得できないケースが存在している。 

（多様な働き方への対応が不十分） 

・ 短時間勤務制度は、事業主がとるべき措置の一つとしての位置付けにとどまり、希望し

ても利用できないケースが存在する。 

３ 包括的な次世代育成支援の枠組みに求められる給付・サービスの考え方 

「Ⅰ 親の就労と子どもの育成の両立を支える支援」に関する考え方 

（出産前後から 3歳未満の支援‥‥重点的取組、切れ目のない支援） 

・  この時期の対応が最も弱く、重点的に取り組む必要 

・  就業希望者を育児休業制度と保育でカバーできる体制・仕組みの構築（現在、０～３

歳児のいる母の 31%が就業しているが、仕事と生活の調和の実現により、就業希望者がす

べて就業した場合には就業率は５６%まで上昇） 

・  それぞれの制度における弾力化、多様な選択を支える切れ目のない支援 

： 育児期の働き方・休み方― 短時間勤務を含めた育児期の休業取得方法の弾力化、男性

が取得しやすい制度上の工夫 

： 保育 ― 保育の質を担保しつつ必要量の確保と多様なニーズに対応できる提供手段の

多様化（家庭的保育の制度化や事業所内保育施設の活用）、病児・病後児の対応の充実 

（３歳から小学校就学前の時期の支援‥‥認定こども園と短時間勤務の普及・促進） 

・  就労率の上昇に伴う幼児期の教育と保育のニーズの変化に対して、認定こども園の活用、

短時間勤務の普及・促進の両面から対応 
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６ 包括的な次世代育成支援を図る制度設計の検討とともに先行して実施すべき課題 

  （先行して実施すべき課題） 

  「Ⅰ 親の就労と子どもの育成の両立を支える支援」に関する課題 

    ・  短時間勤務を含めた育児休業取得方法の弾力化など 

 

８ 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のた

めの行動指針」（抄） 

（平成１９年１２月 ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定） 

 

仕事と生活の調和推進のための行動指針 

３ 各主体の取組 

（３） 国の取組 

（多様な働き方の選択） 

・ 育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、テレワークといった多様な働き方を

推進するとともに、パート労働者の均衡待遇の推進、働く意欲と能力のある女性や高齢者

の再就職や就業継続の支援、促進等、その多様な働き方を推進するための条件を整備する。 

・ 在宅就業の環境整備のための枠組みを検討する。 

・ 男性の育児休業の取得促進方策の検討等を進め、男性の子育て参加の支援・促進を図る。 

 

 

９ 中間とりまとめ（抄）（平成２０年６月社会保障国民会議 持続可能な社会の構築（少子化・

仕事と生活の調和）分科会） 

 

１．少子化対策は未来への投資 ～状況はまったなし～ 

子どもが愛され幸せに育つことは国民共通の願いである。 

  少子化対策は、子ども一人一人の健やかで個性豊かな育ちを大切にしつつ、将来の我が

国の担い手の育成を図る「未来への投資」である。 

  現在の少子化の急速な進行の背景には、結婚、出産、子育てについての国民の希望と現

実のかい離が存在している。少子化対策は、こうした国民の希望と現実のかい離を解消す

るための取組であり、国民一人一人が自らの望む生き方を選択し、それによって「安心感」

や「幸福感」を得ることができるよう社会環境を整えていく営みにほかならない。 

   また、少子化の進行は、将来の労働力人口の減少という形で、今後の我が国の経済成長や

年金制度をはじめ社会保障制度の持続可能な運営に大きな影響を及ぼす。就労と結婚・出

産・子育ての二者択一構造の解決は、女性の労働市場参加の実現と国民の希望する結婚や出

産・子育ての実現を通じて労働力人口の減少を緩和することにつながるものであり、将来の

我が国の経済成長、社会保障全体の持続可能性という意味からも不可欠な課題である。 

  このように少子化対策は、「未来への投資」として、世代を超えて社会の構成員すべてが

その役割を果たす、社会全体で取り組むべき課題である。少子化対策は、子どもの成長に

応じて、雇用、保健、福祉に関わる問題はもとより教育費や住宅の問題など幅広い分野に

わたる対応を必要とする取組であり、結婚、出産から子どもが成人に至るまで各段階の施
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策が省庁の縦割りを乗り越え切れ目なく講じられる必要がある。 

  １９９０（平成２）年のいわゆる１．５７ショックを契機に、政府は出生率の低下と子

どもの数が減少傾向にあることを「問題」として認識し、以来、エンゼルプランをはじめ

総合的な少子化対策に取り組んできた。しかしながら、少子化の傾向に歯止めがかかる気

配はない。また、子どもを生み育てる親など、施策を利用する者からも、国のこれらの対

策の効果がスピード感をもって感じられない、ないしは施策の改善が実感されない、とい

った声が聞かれている。 

  第２次ベビーブーム世代が３０歳代半ばにある現在、利用者のニーズを踏まえた更なる

少子化対策の実現はもはや“まったなしの状況”である。 

  昨年１２月には、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（以下「重点戦略」という。）、

仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）憲章（以下「憲章」という。）及び仕事と生

活の調和推進のための行動指針（以下「行動指針」という。）が策定された。重点戦略にお

いては、国民の希望する結婚、出産、子育てを実現し、女性をはじめ、若者、高齢者等の

労働市場参加を実現するため、「働き方の改革による仕事と生活の調和の実現」とその社会

的な基盤となる「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」（仕事と子育ての両立や家庭に

おける子育てを支える社会的基盤の拡充）を車の両輪として同時並行的に取り組んでいく

ことが必要不可欠との方向が示されている。 

  こうした取組を軌道に乗せ、各地域、各家庭に安心感、幸福感をもたらすことができる

よう、保育等の子育て支援サービスのきめ細かな改善を含め、利用者の視点に立った効果

的な少子化対策を推進することが求められている。本分科会は、そのための方策について

議論を行った。 

 

２．仕事と生活の調和の推進 

（２）育児期の多様で柔軟な働き方 

  出産前に仕事をしていた女性の７割が出産を機に退職しており、その中には、仕事と子

育ての両立が難しかったために辞めた者が少なからず含まれている。その背景には、育児

休業が取得しにくかったり、保育所の時間と勤務時間があわない、といった両立支援制度

の使いにくさとともに、育児期にそれぞれの個人の状況に応じて多様で柔軟な働き方を選

べるようになっていないといった働き方についての問題がある。 

  子どもを持つ母親の働き方として望ましい働き方について尋ねたある調査によると、子

どもが１歳半になるまでは、育児休業や子育てに専念することをあげる女性が多く、その

後は短時間勤務、残業のない働き方を望むという回答が多い。しかしながら現状では、育

児休業から復帰した後、直ちにフルタイム勤務をせざるをえないなど働き方に不安がある

ことから、仕事と子育てを両立していく見通しを立てることが難しいという状況がみられ

る。 

  代替要員の確保など、育児休業を取得しやすい環境づくりを進めるとともに、育児休業

から復帰した後の働き方として、例えば父母が保育所への送り迎えを余裕を持って行うこ

とができるなど、子育ての時間が十分に確保され、子どもの成長や育児の状況に応じた多

様で柔軟な働き方が選択できるようにする必要がある。 

  このため、小学校就学前までの時間外労働、深夜業の制限や子どもの看護休暇などが制
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度としてあり、３歳までは勤務時間短縮等の措置を事業主が講じなければならないとされ

ていることについて、一層周知していくとともに、これらを促進するための方策について

制度的な手当も含めて検討を進めていくべきである。 

  また、子どもが病気になったときには気兼ねなく休めるような休暇を取得しやすい職場

の雰囲気づくりも必要である。 

 

（３）男性の育児参加 

   働き方を見直し、男性の育児参加を促進することが極めて重要である。 

  妻からは夫が平日も育児・家事に協力してくれることが求められている一方、６歳未満

の子を持つ男性の一日平均の家事・育児時間はあわせて１時間程度と、先進諸国の中で最

低レベルにある。また、子育て期の男性については週労働時間が６０時間を超えるものの

割合が２割前後と他の世代よりも高くなっており、父親の帰りが遅く、母親に子育ての負

担が集中している。父親も母親もともに子育てに取り組むという意識改革と職場の環境整

備が必要である。 

  また、男性の育児参加を進めるためには、生まれた直後から、子どもに接し、関われる

時間を多く持つことが重要である。そのためには、意識改革とあわせ、育児期の柔軟な働

き方の実現や男性の育児参加促進のための第一歩となる男性の育児休業取得の促進などを

制度的な手当も含めて検討を進めていく必要がある。中でも、生まれた直後から男性が育

児に関われるよう、男の産休（パタニティ休暇※）を普及させていくことが重要である。 

  ※ 配偶者が産休中など出産直後の父親の休暇（育児・介護休業法上、配偶者の産休中も父

親の育児休業取得が可能） 

 

１０ 経済財政改革の基本方針２００８～開かれた国、全員参加の成長、環境との共生～（抄）

（平成２０年６月 閣議決定） 

 

第５章 安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築 

１．国民生活を支える社会保障制度の在り方等 

③ 総合的な少子化対策の推進 

・「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等 46に基づき、保育サービスや放課後対策

等の子育て支援の拡充及び仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）実現を車

の両輪として、少子化対策を行う。 

 

46 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（平成１９年１２月２７日）、「新しい少子化

対策について」（平成１８年６月２０日）等 

 

成長戦略実行プログラム（別紙） 

１．全員参加経済戦略 

 （１）「新雇用戦略」の推進 

  （イ）女性 

   ①３年間で最大２０万人の就業増（２５歳～４４歳女性）、２０１０年に保育サービス利
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用率２６％（現行２０．３％）を目指し、「新待機児童ゼロ作戦」（平成２０年２月２７

日）の展開、育児・介護休業の取得促進策の充実など仕事と育児等を両立できる環境整

備、マザーズハローワーク事業の充実及びポジティブアクションの促進等に取り組む。

女性のライフサイクル全般にわたる能力開発や就業促進の在り方を検討する。 

 
 
１１ 仕事と生活の調和の実現に向け当面取り組むべき事項（平成２０年７月 仕事と生活の調

和連携推進・評価部会 仕事と生活の調和関係省庁連絡推進会議）（抄） 

 

１．総論 

(6) 男性の働き方改革（男性の子育て参加の促進） 
   出産・子育て期にある女性が就労と結婚・子育ての二者択一を迫られており、また、長時

間労働を背景に男性の家事・育児時間が先進諸国と比べて短い状況にある。 

   子育て期の男女労働者がともに子育てしながら働き続けられるよう、厚生労働省において、

育児期の柔軟な働き方の実現や男性の育児参加促進のための第一歩となる男性の育児休業

取得の促進などを、パパ・クオータ制度の検討など制度的な手当ても含めて進めていくべき

である。 

（略） 

   これらにより、男性の子育て参加を促進する。 

 

 

１２ 社会保障の機能強化のための緊急対策～５つの安心プラン～（抄） 

（平成２０年７月２９日） 

 
 ３ 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会 
  ① 保育サービス等の子育てを支える社会的基盤の整備等 
  《４ 兄弟姉妹のいる家庭等への支援》 
 【制度的な見直しによる対応を検討】 
  〔育児・介護休業法の見直し〕 
   ○ 子の看護休暇制度を子どもの人数に配慮したものとする等の育児・介護休業法の

見直しの検討を進め、必要な措置を講ずる。 
② 仕事と生活の調和の実現 

   【制度的な見直しを検討】 
    〔育児・介護休業法の見直し〕〔厚生労働省〕 
     ○ 育児期の短時間勤務制度の強化、男性の育児休業取得の促進等について、育児・

介護休業法の見直しの検討 
 
 


